
JP 2019-145902 A 2019.8.29

10

(57)【要約】
【課題】受信装置において、放送番組を受信するチュー
ナの数を超えた場合であっても、適切に番組の録画を行
うことができる受信装置等を提供すること。
【解決手段】放送番組を受信するチューナ部（１１０）
と、配信番組を受信する通信部（１３０）と、電子番組
表を表示する制御を行う表示制御部（１０４）と、前記
放送番組の録画の予約をする録画予約部（１０６）と、
を備え、録画予約部（１０６）は、録画予約部（１０６
）が、放送番組の録画を予約するときに、チューナ部（
１１０）で録画できない場合は、通信部（１３０）によ
り録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番組
が取得可能かを判定し、表示制御部（１０４）は、前記
配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制
御を行う。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
と、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信部と、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御部と、
　前記放送番組の録画の予約をする録画予約部と、
　を備え
　前記録画予約部は、
　前記録画予約部が、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録画でき
ない場合は、前記通信部により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番組が取
得可能かを判定し、
　前記表示制御部は、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制御を行
う
　ことを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記録画予約部は、前記放送番組の代わりに、対応する配信番組の録画の予約をするこ
とを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記録画予約部は、
　　前記録画の予約がされた放送番組に対応する配信番組が取得可能かを判定し、
　　前記配信番組が取得可能である場合は、前記放送番組に変えて、配信番組の録画の予
約をする
　ことを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記放送番組に対応する配信番組が複数取得可能な場合は、取得する配信番組を選択す
る番組選択部を更に有し、
　前記録画予約部は、前記番組選択部により選択された配信番組の録画の予約をすること
を特徴とする請求項１から３の何れか一項に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記番組選択部は、配信番組の優先度に応じて、取得する配信番組を選択することを特
徴とする請求項４に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記番組選択部は、利用者により選択された配信番組を選択することを特徴とする請求
項４に記載の受信装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、前記放送番組に対応する配信番組が複数取得可能な場合は、配信番
組のレコメンド表示を行うことを特徴とする請求項１から６の何れか一項に記載の受信装
置。
【請求項８】
　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
を備えた受信装置における受信方法であって、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信ステップと、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御部と、前記放送番組の録画の予約をする録画予約ス
テップと、を含み
　前記録画予約ステップは、
　前記録画予約ステップが、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録
画できない場合は、前記通信部により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番
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組が取得可能かを判定し、
　前記表示制御ステップは、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制
御を行う
　ことを含むことを特徴とする受信方法。
【請求項９】
　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
を有するコンピュータに、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信機能と、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御機能と、
　前記放送番組の録画の予約をする録画予約機能と、
　を実現させるプログラムであって、
　前記録画予約機能は、
　前記録画予約機能が、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録画で
きない場合は、前記通信機能により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番組
が取得可能かを判定し、
　前記表示制御機能は、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制御を
行う
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えばデジタル放送を受信可能なチューナを複数搭載することで、複数の放送番
組を受信したり、録画したりすることが可能な受信装置が適用されている。
【０００３】
　ここで、番組表に表示された番組のうち、選択されている番組が属する時刻帯に、既に
録画予約された録画予約済み番組が、チューナの搭載数により、録画予約をすることがで
きる最大数（最大録画予約数）と同数の場合は吹き出し型メッセージを番組表に表示する
ことにより、番組表上にて選択された番組が録画予約可能か否かを視覚的に容易に把握す
る事ができる発明が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１４８０７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した特許文献１では、録画ができないことが解るだけであった。したがっ
て、利用者としては、番組を録画したい場合、何れかの録画予約を諦めることになってし
まっていた。
【０００６】
　上述した課題に鑑み、本発明の目的は、受信装置において、受信可能な放送番組数を超
えた場合であっても、適切に番組の録画を行うことができる受信装置等を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の受信装置は、
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　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
と、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信部と、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御部と、
　前記放送番組の録画の予約をする録画予約部と、
　を備え
　前記録画予約部は、
　前記録画予約部が、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録画でき
ない場合は、前記通信部により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番組が取
得可能かを判定し、
　前記表示制御部は、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制御を行
う
　ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の受信方法は、
　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
を備えた受信装置における受信方法であって、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信ステップと、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御部と、前記放送番組の録画の予約をする録画予約ス
テップと、を含み
　前記録画予約ステップは、
　前記録画予約ステップが、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録
画できない場合は、前記通信部により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番
組が取得可能かを判定し、
　前記表示制御ステップは、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制
御を行う
　ことを含むことを特徴とする。
【０００９】
　本発明のプログラムは、
　放送波から放送番組及び放送番組に関する番組情報を受信する１又は複数のチューナ部
を有するコンピュータに、
　サーバ装置から配信番組を受信する通信機能と、
　前記番組情報に基づいて、前記放送番組の番組情報を格納する番組枠が配列された電子
番組表を表示する制御を行う表示制御機能と、
　前記放送番組の録画の予約をする録画予約機能と、
　を実現させるプログラムであって、
　前記録画予約機能は、
　前記録画予約機能が、前記放送番組の録画を予約するときに、前記チューナ部で録画で
きない場合は、前記通信機能により録画の予約の対象となる放送番組に対応する配信番組
が取得可能かを判定し、
　前記表示制御機能は、前記配信番組が取得可能である場合は、その旨を表示する制御を
行う
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の受信装置は、放送番組の録画予約を行う場合に、チューナ部で録画できる数を
超えた場合であっても、適切に録画予約をすることができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１１】
【図１】第１実施形態におけるシステム全体を説明するための図である。
【図２】第１実施形態における受信装置の構成を説明するための図である。
【図３】第１実施形態におけるコンテンツ処理部の構成を説明するための図である。
【図４】第１実施形態における処理を説明するための動作フローである。
【図５】第１実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【図６】第１実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【図７】第２実施形態における処理を説明するための動作フローである。
【図８】第２実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【図９】第２実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【図１０】第３実施形態における処理を説明するための動作フローである。
【図１１】第３実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【図１２】第４実施形態における処理を説明するための動作フローである。
【図１３】第４実施形態における電子番組表の一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に、本発明の実施の形態について、図を参照しながら詳細に説明する。本実施形態
では、本発明の受信装置を、取得された番組を録画可能な放送受信装置（例えば、ハード
ディスクレコーダ等）に適用した場合について説明する。
【００１３】
　なお、放送受信装置としては、他の装置であっても良いことは勿論である。例えば、テ
レビジョン装置であってもよいし、放送番組が受信可能なタブレット、スマートフォンと
いった携帯型の端末装置であってもよい。
【００１４】
　［１．第１実施形態］
　［１．１　全体構成］
　図１を参照して、本発明の実施の形態に係るシステム全体について説明する。図１には
、受信システム１が示されており、受信装置５は、放送局２０から放送波を受信し、コン
テンツとして番組（放送番組）を受信する。放送波から受信する仕組みとしては有線であ
っても無線であってもよい。
【００１５】
　ここで、受信装置５には、例えば番組の録画が可能な受信装置１０（例えば、レコーダ
等）と、番組を含むコンテンツを表示可能なテレビジョン装置１５が存在する。以下の実
施形態では、説明の都合上、受信装置１０を例に説明する。なお、テレビジョン装置１５
に記憶装置を設けることで同様の機能を実現してもよい。
【００１６】
　また、受信装置５は、ネットワークＮＷを介して、配信サーバ３０と通信可能である。
配信サーバ３０は、放送番組と同一のコンテンツや、独自のコンテンツを配信番組として
配信する。利用者からの要求に応じてコンテンツが配信される動画配信サービスであり、
一般的にＶＯＤと呼ばれている。
【００１７】
　また、本実施形態において、番組とは、放送や配信等により提供されるコンテンツのこ
という。また、放送局から放送される番組を放送番組、サーバ装置から配信された番組（
例えば、ＶＯＤ（Video On Demand）により配信された番組）を配信番組とする。また、
これらの番組を録画したものを録画番組という。
【００１８】
　［１．２　機能構成］
　続いて、受信装置１０の機能構成について、図２及び図３を用いて説明する。図２に示
すように、受信装置１０は、制御部１００と、チューナ部１１０と、コンテンツ処理部１
２０と、通信部１３０と、記憶部１４０と、映像出力部１５０と、音声出力部１６０と、
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操作部１７０とを備えて構成されている。
【００１９】
　制御部１００は、受信装置１０の全体を制御するための機能部である。制御部１００は
、記憶部１４０に記憶されている各種プログラムを読み出して実行することにより各種機
能を実現しており、１又は複数の演算装置（例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit
）等）により構成されている。
【００２０】
　また、制御部１００は、ソフトウェアを実行することにより、電子番組表生成部１０２
、電子番組表表示制御部１０４、録画予約部１０６、配信番組取得部１０８として機能す
る。
【００２１】
　電子番組表生成部１０２は、受信された放送波から取得された番組情報に基づいて、電
子番組表を生成する。電子番組表を生成する方法については、何れか公知の方法を利用す
ればよいが、例えば、放送信号から復調されたＴＳ（Transport Stream）に含まれるＳＩ
（Service Information／番組配列情報）から、ＥＩＴ（Event Information Table）を参
照し、番組に関する情報として、番組情報を取得する。
【００２２】
　ここで、番組配列情報（ＳＩ）は、放送局毎の番組配列情報を利用してもよいし、全て
の放送局が含まれる番組配列情報を利用してもよい。
【００２３】
　また、ＥＩＴには、例えば番組の名称、放送日時、内容の説明、シリーズ情報といった
番組に関する情報（番組情報）が含まれる。
【００２４】
　また、電子番組表生成部１０２は、通信部１３０からネットワークＮＷを介して他の装
置から電子番組表を取得してもよい。
【００２５】
　そして、電子番組表生成部１０２により生成された電子番組表は、記憶部１４０の電子
番組表記憶領域１４２に記憶される。
【００２６】
　ここで、電子番組表は、コンテンツである各番組（放送番組）の番組情報を、一方の軸
を時間軸とし、他方の軸をチャンネルとした番組枠に配列するものである。
【００２７】
　電子番組表表示制御部１０４は、電子番組表生成部１０２により生成された電子番組表
を、映像出力部１５０を介して表示装置（例えば、図１のテレビジョン装置１５）に表示
する。また、電子番組表表示制御部１０４は、録画予約部１０６の指示により、電子番組
表の上に各種情報を表示制御する。
【００２８】
　録画予約部１０６は、利用者からの操作指示等により、番組の録画予約を行う。例えば
、表示された電子番組表から、利用者により放送番組が選択されることにより、放送番組
の録画予約を行う。また、利用者により配信番組が選択されることにより、配信番組の録
画予約を行う。
【００２９】
　ここで、録画予約された配信番組は、配信番組取得部１０８により配信番組が配信され
る時間に録画されてもよいし、既に配信がされている番組であれば、適宜録画されてもよ
い。
【００３０】
　配信番組取得部１０８は、通信部１３０を介して配信サーバ３０からコンテンツとして
番組（配信番組）を取得する。このとき、配信番組取得部１０８は、後述する配信番組管
理情報１４６に記憶された配信サーバの通信先情報（例えば、アクセス先のアドレス、Ｕ
ＲＬ、ＩＰアドレス、ログイン情報等）を参照して配信サーバ３０にアクセスする。配信
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番組取得部１０８は、配信番組だけでなく、配信番組の番組情報として、配信番組が配信
される時間帯、有料／無料、画質等を取得することができる。これらの配信番組に関する
情報を配信番組情報といい、配信番組管理情報１４６に記憶される。また、配信番組取得
部１０８は、配信番組、通信先情報、配信番組情報を適宜取得可能である。
【００３１】
　チューナ部１１０は、利用者が所望するチャネルの周波数から、放送信号を受信する。
チューナ部１１０は、外部アンテナから受信された放送信号や、有線接続により有線放送
局より送信された放送信号を受信し、コンテンツ処理部１２０に出力する。
【００３２】
　本実施形態においては、チューナ部１１０は１又は複数備えられている。そして、チュ
ーナ部１１０の搭載数が、受信装置１０において放送番組の受信可能な最大数となる。ま
た、放送番組の受信可能な最大数が、同時刻（同時間帯）における最大録画予約数となる
。例えば、受信装置１０にチューナ部１１０が２つ搭載されている場合、２１時の時点で
受信（録画）できる放送番組は２つである。
【００３３】
　コンテンツ処理部１２０は、チューナ部１１０で受信された放送信号を、デコード処理
し、各機能部に出力する。コンテンツ処理部１２０の概略を図３に示す。図３に示すよう
に、コンテンツ処理部１２０は、再生制御部１２０２と、録画制御部１２０４と、ＴＳＤ
ＥＭＵＸ部１２０６と、映像デコード部１２０８と、音声デコード部１２１０とを含んで
構成されている。
【００３４】
　チューナ部１１０により受信された放送信号は、ＴＳＤＥＭＵＸ部１２０６において各
ＴＳに分離され、各機能部に出力される。例えば、映像ＴＳは映像デコード部１２０８に
、音声ＴＳは音声デコード部１２１０に、他の情報として、例えば番組配列情報（番組情
報）は制御部１００にそれぞれ出力される。
【００３５】
　そして、映像デコード部１２０８は、映像ＴＳから映像データを復号し、映像出力部１
５０や、記憶部１４０に出力する。また、音声デコード部１２１０は、音声ＴＳから音声
データを復号し、音声出力部１６０や、記憶部１４０に出力する。
【００３６】
　また、各映像データや音声データは、再生制御部１２０２により制御されて映像出力部
１５０に出力される。また、録画をする場合には、録画制御部１２０４により、制御され
、映像データ、音声データが記憶部１４０に記憶される。
【００３７】
　番組配列情報は、受信された放送局を含む放送番組の番組に関する情報が含まれている
。上述したように、ＴＳに多重化されたＳＩに含まれる。
【００３８】
　通信部１３０は、ネットワークＮＷに接続し、他の装置と通信を行う。例えば、有線／
無線ＬＡＮを利用したり、３Ｇ／ＬＴＥ／５Ｇといった携帯電話網を利用したりして通信
を行う。本実施形態では、配信サーバ３０と接続可能であり、配信サーバ３０からコンテ
ンツ（番組）として配信番組を受信することができる。また、放送局２０に通信部１３０
を介して接続してもよい。
【００３９】
　記憶部１４０は、受信装置１０の動作に必要な各種プログラムや、各種データを記憶す
る。記憶部１４０は、例えば、半導体メモリであるＳＳＤ（Solid State Drive）や、Ｈ
ＤＤ（Hard Disk Drive）等により構成される。また、プログラム以外にも、一時的な情
報（例えば、受信した番組配列情報等）を受信してもよい。
【００４０】
　また、記憶部１４０は、電子番組表が記憶される電子番組表記憶領域１４２と、録画さ
れるコンテンツである録画番組が記憶される録画番組記憶領域１４４との記憶領域が確保
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されている。また、配信サーバ３０が配信する配信番組に関する情報として配信番組管理
情報１４６が記憶されている。
【００４１】
　電子番組表記憶領域１４２は、電子番組表生成部１０２が生成した電子番組表が記憶さ
れている。電子番組表は、例えばＨＴＭＬや、ＸＭＬといった方法で記憶されてもよいし
、画像データとして記憶されてもよい。
【００４２】
　録画番組記憶領域１４４は、受信・取得された番組（コンテンツ）を記憶するための領
域である。すなわち、録画制御部１２０４から出力された映像データ及び音声データが、
１つのコンテンツとして、録画番組１４４２として記憶される。
【００４３】
　録画番組１４４２は、例えば、ＭＰＥＧ２／ＭＰＥＧ４／ＡＶＣＨＤ等の種々のファイ
ル形式の動画ファイルとして記憶される。また、録画番組１４４２を一意に識別するため
に、識別ＩＤが付与されたり、ファイル名が決定されたりしてもよい。
【００４４】
　本実施形態においては、録画番組は、放送番組が録画されている場合と、配信番組が録
画されている場合がある。
【００４５】
　番組情報１４４４は、録画番組１４４２に関する番組情報が記憶されている。具体的に
は、放送番組を録画するときに、当該放送番組の番組情報の全部又は一部が、録画番組の
番組情報として記憶される。ここで、番組情報１４４４は、例えば録画番組１４４２の識
別情報を記憶したり、ファイル名を記憶したりすることで、関連づけられている。
【００４６】
　また、録画番組として配信番組が録画されている場合には、配信番組に関する番組情報
が記憶されてもよい。
【００４７】
　管理テーブル１４４６は、録画番組１４４２に関して管理する情報が記憶されているテ
ーブルである。例えば、録画番組１４４２は、未視聴／視聴済であるかのフラグ、視聴位
置、コピー回数、削除禁止フラグといった種々の情報が記憶される。
【００４８】
　配信番組管理情報１４６は、配信サーバ３０の通信先情報に加えて、配信サーバから配
信される配信番組（ＶＯＤ配信される番組）に関する情報（配信番組情報）が記憶される
。配信番組情報は、制御部１００が、通信部１３０を介して配信サーバ３０や、別の配信
情報を配信するサーバから取得可能である。
【００４９】
　配信番組情報としては、例えば配信サーバ３０で提供される配信番組の番組名、番組内
容、有料コンテンツであるか否かといった種々の情報が含まれている。
【００５０】
　映像出力部１５０／音声出力部１６０は、各種情報・映像や、音声を接続された装置（
表示装置、音出力装置）に出力する。例えば、ＨＤＭＩ（登録商標）、コンポジット、デ
ィスプレイポートといった接続方法で接続されたテレビジョン装置１５に、映像や音声を
出力する。表示装置としては、ＬＣＤや、有機ＥＬディスプレイ等の表示装置や、プロジ
ェクタ等の投影装置が含まれる。また、有線／無線で接続されたスピーカやイヤホンに音
が出力される。
【００５１】
　操作部１７０は、利用者からの操作入力を受け付ける。例えば、受信装置１０の本体に
設けられたボタンであったり、無線で操作可能なリモコン装置であったりする。また、表
示装置がタッチパネルである場合には、タッチ操作により操作入力を行ってもよい。
【００５２】
　［１．３　処理の流れ］
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　本実施形態におけるメイン処理について、図４に基づいて説明する。まず、電子番組表
表示制御部１０４は、番組表を表示する（ステップＳ１０２）。電子番組表表示制御部１
０４は、映像出力部１５０に接続されている表示装置に電子番組表を表示する制御を行う
。
【００５３】
　ここで、表示さえた電子番組表の番組枠には、各番組（放送番組）が表示されている。
具体的には、放送番組のタイトル、番組情報（放送番組の説明情報）等が番組枠の中に表
示される。この表示された番組（枠）の中から、利用者が録画予約をする番組枠が選択さ
れると（ステップＳ１０４；Ｙｅｓ）、当該番組枠の放送番組が録画予約候補番組として
選択される。
【００５４】
　録画予約部１０６は、録画予約候補番組と、当該録画予約候補番組と同じ時間帯に録画
予約されている番組（録画予約番組）との数を併せて、受信装置１０に搭載されているチ
ューナ部１１０の数を超えたか否かを判定する（ステップＳ１０６）。すなわち、制御部
１００（録画予約部１０６）は、録画予約される番組数が、最大録画予約数を超えたか否
かを判定する。
【００５５】
　録画予約部１０６は、録画予約候補番組を含めて最大録画予約数を超えていない場合（
ステップＳ１０６；Ｎｏ）、録画予約候補番組の録画予約を行う。すなわち、録画予約部
１０６は、録画予約候補番組として選択された放送番組を、録画予約番組とする。
【００５６】
　また、録画予約候補番組を含めて最大録画予約数を超える場合（ステップＳ１０６；Ｙ
ｅｓ）、配信番組取得部１０８は、配信サーバ３０や、他の情報提供サーバから、配信番
組に関する番組情報（サービス提供情報）を受信する（ステップＳ１０８）。
【００５７】
　そして、録画予約部１０６（制御部１００）は、録画予約候補番組と代替可能な配信番
組があるか否かを判定する（ステップＳ１１０）。ここで、代替可能な配信番組とは、放
送波により受信される放送番組と同一又は略同一の番組である。
【００５８】
　録画予約部１０６が、放送番組と代替可能な番組があるか否かの判定は、配信番組管理
情報１４６に記憶された配信番組情報に、放送番組と同一又は略同一のタイトルの番組が
存在するか否かを判定する。また、配信番組取得部１０８は、放送番組と同一又は略同一
の配信番組が、配信サーバ３０から取得可能か否かを、配信サーバ３０に問い合わせても
よい。
【００５９】
　また、放送番組と代替可能な配信番組は、番組タイトルだけでなく、例えば番組識別子
により判定してもよいし、予め放送番組の番組情報に配信番組の番組情報を含めていても
よい。また、放送番組と配信番組との対応表を放送局は、配信サービスを提供する事業者
から取得し、当該対応表に基づいて判定してもよい。
【００６０】
　録画予約部１０６は、録画予約候補番組と代替可能な配信番組がない場合は、最大録画
予約数を超えているために、録画予約候補番組の録画予約を行わずに本処理を終了する（
ステップＳ１１０；Ｎｏ）。
【００６１】
　録画予約候補番組に対応する配信番組があった場合、制御部１００（電子番組表表示制
御部１０４）は、電子番組表にガイド表示を行う。そして、録画予約部１０６は、利用者
により配信予約を行うことが電子番組表において表示されたガイド表示により選択された
場合（ステップＳ１１４；Ｙｅｓ）、配信番組を録画予約する番組として録画予約を行う
（ステップＳ１１６）。
【００６２】
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　［１．４　画面例］
　本実施形態における画面例について、図５を参照して説明する。図５は、受信装置１０
が、表示装置に表示する電子番組表Ｂ１００の一例である。電子番組表（番組表）は、縦
方向に時間帯が、横方向に放送局に対応するチャンネルが配置され、表示されている。そ
して、各チャンネル、時間帯毎の番組枠の中に、放送番組が表示されている。
【００６３】
　また、電子番組表Ｂ１００において、録画予約されている放送番組（録画予約番組）の
番組枠に識別表示がされている。例えば、識別表示Ｍ１００により、１ｃｈの２０時から
２２時までの放送番組Ｃ１００が録画予約されていることが、利用者にとって視認可能と
なっている。また、放送番組Ｃ１００の番組枠が太枠で表示されることにより、録画予約
されていることが利用者は把握することができる。
【００６４】
　同様に、２ｃｈの２１時から２２時までの放送番組Ｃ１１０が録画予約されており、電
子番組表Ｂ１００において、放送番組Ｃ１１０の番組枠に識別表示Ｍ１１０が表示されて
いる。
【００６５】
　ここで、録画予約部１０６は、３ｃｈの２０時から２２時迄の放送番組Ｃ１２０を録画
予約候補番組としている。電子番組表表示制御部１０４は、電子番組表の放送番組Ｃ１２
０の番組枠を点線で識別表示している。これにより、利用者は、録画予約候補番組を容易
に識別することができる。
【００６６】
　ここで、利用者により録画予約が行われた場合、２１時から２２時の録画予約された番
組は３番組となる。この場合、最大録画予約数（本実施形態では「２」）を超えてしまう
。そこで、電子番組表表示制御部１０４（制御部１００）は、電子番組表Ｂ１００に「録
画予約できません」とメッセージＨ１００を表示する。
【００６７】
　ここで、制御部１００（配信番組取得部１０８）は、放送番組Ｃ１２０に対応する配信
番組を配信サーバ３０から取得可能な否かを判定する。そして、配信番組を取得可能な場
合、電子番組表表示制御部１０４は、配信サーバ３０から配信番組を取得するか否かを利
用者に確認するために、メッセージＨ１１０を表示する。図５では「ＶＯＤ配信で予約し
ますか？」と表示されている。
【００６８】
　ここで利用者が配信番組を取得することを選択すると、録画予約部１０６は、配信番組
の録画予約を行う。すなわち、放送番組に対応する配信番組が、録画予約番組として管理
される。
【００６９】
　放送番組Ｃ１２０が予約された電子番組表Ｂ１００の一例を図６に示す。電子番組表表
示制御部１０４は、放送番組Ｃ１２０の中に配信番組の配信予約（録画予約）がされたこ
とを示す識別表示Ｍ１２０を行う。ここでは、放送番組Ｃ１２０の番組枠の中に、「ＶＯ
Ｄ予約」と識別表示している。この識別表示は、アイコンを表示したり、背景色を変更し
たりしてもよい。また、図６では、放送番組Ｃ１２０の番組枠が太線で識別表示されてい
るが、放送番組の録画予約と異なる識別表示を行ってもよい。
【００７０】
　このように、本実施形態によれば、チューナ数に応じた放送番組の録画可能数（最大録
画予約数）を超えた場合であっても、配信番組を組み合わせることで、適切に録画予約を
行うことができる受信装置を提供することができる。
【００７１】
　［２．第２実施形態］
　第２実施形態について説明する。第２実施形態は、録画予約部１０６により、既に録画
予約されている録画予約番組を、配信番組の録画予約に切り替える実施形態である。なお
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、本実施形態の機能構成は、第１実施形態と略同一であり、図４の処理フローを図７の処
理フローに置き換えたものである。
【００７２】
　図７の処理フローは、本実施形態における処理について説明するための図である。なお
、図４の処理フローと同一の処理については同一の符号を付しており、その同一の処理に
ついては説明を省略する。
【００７３】
　配信番組取得部１０８は、現在録画予約の候補となっている放送番組（録画予約候補番
組）及び同じ時間帯の録画予約番組に対応する配信番組に関する情報（配信番組情報）を
取得する（ステップＳ２０２）。取得される配信番組情報は、必要に応じて取得されれば
よく、電子番組表に対応する時間帯、チャネルの全ての電子番組表が取得されてもよい。
また、電子番組表を取得するタイミングは、利用者の要求により取得してもよいし、定期
的に取得してもよい。
【００７４】
　そして、制御部１００（録画予約部１０６／配信番組取得部１０８）は、録画予約候補
番組及び／又は録画予約番組の中から、代替可能な配信番組があるかを判定する（ステッ
プＳ２０４）。ここで、制御部１００は、代替可能な配信番組がない場合は、録画予約候
補番組の録画予約を中止する（ステップＳ２０４；Ｎｏ）。
【００７５】
　このとき、録画予約部１０６は、録画予約番組の中から代替可能な配信番組があるかを
判定してもよい。また、録画予約部１０６は、第１実施形態で説明した様に、まずは録画
予約候補番組に対応する配信番組があるかを判定する。そして、録画予約候補番組に対応
する配信番組がない場合に、録画予約番組の中から配信番組があるかを判定してもよい。
【００７６】
　制御部１００（録画予約部１０６／配信番組取得部１０８）は、代替可能な配信番組が
取得できた場合（ステップＳ２０４；Ｙｅｓ）、その旨のガイド表示を行う。そして、利
用者に配信番組を取得する番組を選択させる（ステップＳ１１２～Ｓ１１４）。具体的に
は、制御部１００（電子番組表表示制御部１０４）は、電子番組表に配信番組を取得する
放送番組を表示する。録画予約部１０６は、表示された放送番組の中から、放送番組から
配信番組へ録画予約を切り替える番組を利用者に選択させる。
【００７７】
　録画予約部１０６は、配信予約を行う（ステップＳ２０６）。この配信予約を詳細に説
明すると、選択された録画予約番組を放送番組の録画予約から、配信番組の録画予約に変
更することである。これにより、録画予約候補番組が録画予約される時間帯の録画予約番
組の中から１つの録画予約番組が、放送番組の録画予約から、配信番組の録画予約に変更
される。これにより、録画予約可能な番組数に余裕ができたため、録画予約部１０６は、
録画予約候補番組の録画予約を行う（ステップＳ２０８）。
【００７８】
　なお、ステップＳ１１４において、録画予約候補番組の代替可能な配信番組を取得する
と利用者により選択された場合は、第１実施形態と同一の処理となる。
【００７９】
　本実施形態における電子番組表の表示例について、図を参照して説明する。図８は、電
子番組表表示制御部１０４により、電子番組表Ｂ２００が表示された場合の一例である。
【００８０】
　電子番組表Ｂ２００は、第１実施形態と同様に、放送番組Ｃ２００と、放送番組Ｃ２１
０が録画予約されていることが識別表示されている。ここで、利用者により、新たな放送
番組Ｃ２２０が、録画予約する候補として、すなわち録画予約候補番組として選択されて
いる。
【００８１】
　このとき、２１時から２２時の時間帯については、既に２番組の録画予約が行われてい
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る。したがって、放送番組Ｃ２２０を録画予約すると、最大録画予約数「２」を超えるこ
とから、録画予約部１０６は、放送番組Ｃ２２０の録画予約を行うことができない。電子
番組表表示制御部１０４は、その旨をメッセージＨ２００として表示する。
【００８２】
　ここで、配信番組取得部１０８は、放送番組Ｃ２００、放送番組Ｃ２１０、放送番組Ｃ
２２０の中で、代替可能な配信番組があるか否かを取得する。とくに本実施形態の場合は
、配信番組取得部１０８は、録画予約候補番組である放送番組Ｃ２２０の代替可能な配信
番組を取得することができない。したがって、配信番組取得部１０８は、放送番組Ｃ２０
０、放送番組Ｃ２１０の中で代替可能は配信番組を取得する。
【００８３】
　ここで、配信番組取得部１０８は、放送番組Ｃ２００に対応する配信番組を配信サーバ
３０から取得可能である。電子番組表表示制御部１０４は、電子番組表Ｂ２００に、配信
番組が取得可能である旨を示すメッセージＨ２１０を表示する。
【００８４】
　表示されたメッセージから、利用者により配信番組で録画予約をすることが選択される
と、録画予約部１０６は、選択された録画予約番組について、放送番組の替わりに配信番
組を取得するように録画予約を切り替える。
【００８５】
　図９は、放送番組Ｃ２００の録画予約を、放送番組の録画予約から、配信番組の録画予
約に切り替えたときの電子番組表Ｂ２００の一例である。放送番組Ｃ２００に表示されて
いる識別表示Ｍ２３０は、配信番組が録画予約されたことを示しており、「ＶＯＤ予約」
と表示されている。
【００８６】
　また、録画予約部１０６は、放送番組Ｃ２２０については、放送番組を録画予約番組と
して、録画予約を行っている。放送番組Ｃ２２０に表示されている識別表示Ｍ２２０は、
放送番組が録画予約されたことを示しており、「予約」と表示されている。
【００８７】
　このように、本実施形態によれば、録画予約したい番組において、最大録画予約数を超
えてしまった場合、録画予約番組の中で、配信番組が取得可能な番組は、放送番組の録画
予約から、配信番組の録画予約に変更することにより、適切に録画予約を行うことが可能
となる。
【００８８】
　また、これから録画予約をしようとする番組（録画予約候補番組）に代替可能な配信番
組が取得できない場合であっても、既に録画予約されている録画予約番組の録画予約を、
放送番組から配信番組に変更することにより、適切に録画予約を行うことができる。
【００８９】
　［３．第３実施形態］
　第３実施形態について説明する。第３実施形態は、放送番組に対応する配信番組が複数
ある場合に、配信番組として取得する番組を利用者が任意に選択することができる実施形
態である。なお、本実施形態の機能構成は、第２実施形態と略同一であり、図７の処理フ
ローを図１０の処理フローに置き換えたものである。
【００９０】
　図１０の処理フローは、本実施形態における処理について説明するための図である。な
お、図７の処理フローと同一の処理については同一の符号を付しており、その同一の処理
については説明を省略する。
【００９１】
　ステップＳ２０２において、配信番組取得部１０８により複数の配信番組が取得されて
いる場合、電子番組表表示制御部１０４は、配信番組が取得可能な番組（放送番組）を一
覧表示する（ステップＳ３０２）。録画予約部１０６は、一覧表示された放送番組の中か
ら、利用者により選択された放送番組に対応する配信番組の録画予約（配信予約）を行う
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（ステップＳ３０４）。ここで、放送番組に対応する配信番組とは、放送番組と代替可能
な配信番組のことをいう。
【００９２】
　すなわち、ステップＳ３０４において、配信番組取得部１０８により、複数の配信番組
が取得可能な場合は、制御部１００は、１の配信番組を選択することができる。このよう
に、制御部１００は、番組選択部として機能する。番組選択部として機能する場合、本実
施形態のように利用者により番組が選択されてもよいし、番組選択部が選択してもよい。
例えば、後述する実施形態のように、レコメンドする番組を選択してもよい。
【００９３】
　そして、第２実施形態と同様に、録画予約番組の中から配信番組の配信予約に切り替わ
った場合、すなわち既に放送番組の録画予約されているものが、配信番組の録画予約に切
り替わった場合、録画予約候補番組の録画予約を行う（ステップＳ２０８）。また、利用
者により配信番組を取得する番組として録画予約候補番組が選択された場合、ステップＳ
２０６において既に録画予約（配信予約）が行われている。したがって、録画予約部１０
６は、ステップＳ２０８において改めて録画予約を行わなくてもよい。
【００９４】
　図１１の電子番組表Ｂ３００の表示例では、表示枠Ｈ３００として、同一時間帯の録画
予約番組及び録画予約候補番組が一覧表示されている。例えば、録画予約部１０６は、録
画予約番組及び録画予約候補番組を一覧表示し、それぞれの放送番組に対応する配信番組
が取得可能か否かを表示している。
【００９５】
　この一覧表示されている録画予約番組及び録画予約候補番組の中から、配信番組を取得
するものが利用者により選択されると、当該番組（録画予約番組または録画予約候補番組
）は配信番組が録画予約されることとなる。
【００９６】
　なお、図１１では、「配信あり」「配信なし」がそれぞれの放送番組に対して表示され
ているが、配信番組として取得可能なものだけが一覧表示されてもよい。
【００９７】
　このように、本実施形態の受信装置は、録画予約をする番組数が最大録画予約数を超え
ている場合に、利用者が選択した任意の番組を配信番組として取得することができる。
【００９８】
　［４．第４実施形態］
　第４実施形態について説明する。第４実施形態は、放送番組に対応する配信番組が複数
ある場合に、どの放送番組を配信番組として取得したらよいかをレコメンド表示（推奨表
示）することができる実施形態である。なお、本実施形態の機能構成は、第３実施形態と
略同一であり、図１０の処理フローを図１２の処理フローに置き換えたものである。
【００９９】
　図１２の処理フローは、本実施形態における処理について説明するための図である。な
お、図１０の処理フローと同一の処理については同一の符号を付しており、その同一の処
理については説明を省略する。
【０１００】
　制御部１００（電子番組表表示制御部１０４）は、ステップＳ３０２において放送番組
に代替可能な配信番組の一覧表示を行う。このとき、電子番組表表示制御部１０４は、配
信番組として取得できる番組の中から、録画予約について推奨する放送番組について併せ
て推奨表示（レコメンド表示）を行う（ステップＳ４０２）。
【０１０１】
　図１３の電子番組表Ｂ４００の表示例では、表示枠Ｈ４００として、同一時間帯の録画
予約番組が一覧表示されている。ここで、図１３の一覧表示を見ると、「配信あり」「配
信なし」以外にも、配信番組が「有料」「無料」であることが表示されている。
【０１０２】
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　ここで、表示枠Ｈ４００には、レコメンド表示Ｈ４１０が表示されている。例えば電子
番組表表示制御部１０４は、推奨である放送番組として「３ｃｈ・・・をＶＯＤ配信で予
約することをおすすめします」と表示している。
【０１０３】
　この図では、１ｃｈの放送番組に対応する配信番組は有料であるが、３ｃｈの放送番組
に対応する配信番組は無料である。したがって、制御部１００は、３ｃｈの放送番組に対
応する配信番組を取得するよう推奨することを決定する。電子番組表表示制御部１０４は
、３ｃｈの放送番組に対応する配信番組を推奨表示している。
【０１０４】
　なお、制御部１００は、放送番組に代替可能は配信番組のうち、推奨すべき番組を決め
る方法としては種々の方法が考えられるが、例えば以下の方法で決める。
【０１０５】
　（１）有料配信・無料配信
　制御部１００は利用者が「無料配信」の方が好ましいとしている場合、無料配信である
配信番組の録画予約を行うようにレコメンド表示をする。また、未契約のサービスについ
ては非表示としたり、加入を促したりしてもよい。
【０１０６】
　（２）画質による選択
　同じ配信番組のうち、高画質となる配信番組の録画予約を行うようにレコメンド表示を
する。また、画質については、番組の属性と併せてレコメンド表示をしてもよい。例えば
、映画の場合は高画質の配信番組をレコメンド表示するといった処理をしてもよい。
【０１０７】
　（３）前回の方式との比較
　例えば、連続ドラマのような場合、前回録画したのが配信番組であれば今回も配信番組
で録画予約を行うようにレコメンド表示をする。
【０１０８】
　（４）録画容量
　例えば、受信装置の録画容量（録画可能残容量）と比較し、適切な記憶サイズとなる配
信番組で録画予約を行うようにレコメンド表示をする。
【０１０９】
　これらのレコメンド（推奨）される番組は、電子番組表表示制御部１０４により、レコ
メンド表示されるが、制御部１００が配信番組として録画予約してもよい。すなわち、制
御部１００が、番組選択部として機能している場合に、レコメンドされる番組を選択する
。
【０１１０】
　また、複数の配信番組がある場合、制御部１００は、優先度に応じてレコメンド（推奨
）を決定してもよい。例えば、有料放送の安い順に推奨したり、画質の良い順に推奨した
りしてもよい。また、上述したレコメンドの方法を組み合わせてもよい。例えば、制御部
１００は、録画容量でまずは推奨するものを決定するが、録画容量に応じては画質により
推奨する番組を決定するといったことが可能である。
【０１１１】
　これらの優先度は、利用者が設定してもよいし、放送局が設定してもよい。また、受信
装置１０で設定してもよいし、外部から設定を受信してもよい。
【０１１２】
　このように、本実施形態の受信装置は、配信番組を取得可能な放送番組が複数ある場合
に、レコメンド表示を行う。レコメンド表示を行うことで、利用者は配信番組として取得
する放送番組を適切に選択することができるようになる。
【０１１３】
　［５．変形例］
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
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求の範囲に含まれる。
【０１１４】
　また、上述した実施形態は、説明の都合上、それぞれ別に説明している部分があるが、
技術的に可能な範囲で組み合わせて実行してもよいことは勿論である。
【０１１５】
　また、実施形態において各装置で動作するプログラムは、上述した実施形態の機能を実
現するように、ＣＰＵ等を制御するプログラム（コンピュータを機能させるプログラム）
である。そして、これら装置で取り扱われる情報は、その処理時に一時的に一時記憶装置
（例えば、ＲＡＭ）に蓄積され、その後、各種ＲＯＭやＨＤＤ、ＳＳＤの記憶装置に格納
され、必要に応じてＣＰＵによって読み出し、修正・書き込みが行なわれる。
【０１１６】
　また、市場に流通させる場合には、可搬型の記録媒体にプログラムを格納して流通させ
たり、インターネット等のネットワークを介して接続されたサーバコンピュータに転送し
たりすることができる。この場合、サーバコンピュータの記憶装置も本発明に含まれるの
は勿論である。
【符号の説明】
【０１１７】
１　システム
５、１０、１５　受信装置
　１００　制御部
　　１０２　電子番組表生成部
　　１０４　電子番組表表示制御部
　　１０６　録画予約部
　　１０８　配信番組取得部
　１１０　チューナ部
　１２０　コンテンツ処理部
　１３０　通信部
　１４０　記憶部
　　１４２　電子番組表記憶領域
　　１４４　録画番組記憶領域
　　　１４４２　録画番組
　　　１４４４　番組情報
　　　１４４６　管理テーブル
　　１４６　配信番組管理情報
　１５０　映像出力部
　１６０　音声出力部
　１７０　操作部
２０　放送局
３０　配信サーバ
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